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障害福祉サービスと介護保険サービスの調整に係る支給決定の裁量統制

事実の概要

　Ｘ（原告、控訴人、被上告人）は、65 歳に達す
るに際し、要介護申請をせずに、Ｙ（被告－千葉市、
被控訴人、上告人）に対し、「障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律」（令
和 4年法律第 76 号による改正前のもの）（以下、単
に「法」という。）20 条 1 項に基づき、従前から
利用していた居宅介護の介護給付費の支給決定に
係る申請（以下、「本件申請」という。）をした。Ｙ
は、Ｘが介護保険給付を受けることができるにも
かかわらず要介護認定の申請をせず、それゆえ介
護保険サービス及び障害福祉サービスの量を算定
することができないとして本件申請を却下する処
分（以下、「本件処分」という。）をし、介護給付費
の支給をすべて打ち切った。そこで、Ｘは本件処
分が違法であるとして、①本件処分の取消し及び
②支給決定の義務付けを求めるとともに、③国家
賠償法 1条 1項に基づく損害賠償を求めた。
　第一審判決（千葉地判令3・5・18判自511号165頁）
は、65 歳以上の者が要介護状態にあることが見
込まれる場合に、要介護認定の申請をしないこと
に正当な理由がない限り、障害福祉サービスの申
請は不適法なものとして却下できるのであり、要
介護認定の申請は本件申請の適法要件になるとし
て、②を却下し、その余の訴えを棄却した。こ
れに対し、控訴審判決（東京高判令 5・3・24 判自
511 号 143 頁）は、法 7条の解釈・適用の問題と
は別に、Ｙは住民に対して社会保障制度を運用す

る責任を負う立場にあるから、Ｙが実施していた
利用者負担全額補助の支援措置の対象となる障害
者とその対象ではないＸとの間に生じた不均衡を
避ける措置をとるべきであったのにとらなかった
という意味で裁量権の逸脱濫用があったとして、
原判決を変更し、①及び②の請求を認容し、③に
ついても一部認容したため、Ｙが上告受理申立て
をしていた。

判決の要旨

　破棄差戻し。以下、紙幅の関係から、差戻しに
係る判断の部分に絞ってとりあげる１）。
　１　法は、支給要否決定を行うに当たり勘案す
べき事項を規定するにとどまり（法 22 条 1 項）、
支給量に関する基準を規定していない。また、「支
給要否決定を行うに当たっては、申請に係る障害
者等の障害支援区分その他の心身の状況といった
事項のみならず、当該障害者等の置かれている環
境や申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整
備の状況を含む多岐にわたる事項を総合的に勘案
する必要があり」（同項、法施行規則 12 条）、「こ
れを適切に判断するためには、上記環境や上記整
備の状況等の実情にも通じている必要がある。し
たがって、支給の要否を含む支給量に関する判断
は、市町村の合理的な裁量に委ねられているもの
と解される。」
　２　法 7条及びその委任を受けた法施行令 2条
は、「要介護認定申請や要介護認定がされたか否
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かにかかわらず、」「介護給付のうち自立支援給付
に相当するもの」（以下、「相当するもの」という。）「を
受けることができる場合には、その限度において
介護給付が優先され、自立支援給付が行われない
こと（介護保険優先の原則）を明らかにしたもの
と解される。そうすると、市町村において、」「受
けることができる介護給付のうち自立支援給付に
相当するものの量」（以下、「相当量」という。）「を
算定する必要があるにもかかわらず、その量を算
定することができない場合には、支給決定におい
て定めるべき支給量を算定することもできないこ
ととなる。」
　３　「したがって、」相当量「を算定する必要が
あるにもかかわらず、その量を算定することがで
きないことを理由としてされた本件処分について
は、」①「その量を算定する必要があるとした」
Ｙの判断や、②「その量を算定することができな
いとした」Ｙの判断が、「事実の基礎を欠くか、
又は、考慮すべきでない事項を考慮し若しくは考
慮すべき事項を十分考慮せず、その結果、社会通
念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる
場合に、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用し
たものとして違法となるものと解するのが相当で
ある。」
　４　介護保険サービスである訪問介護は、介保
8条2項、介保施行規則5条の定義によれば、「サー
ビスの内容や機能において、居宅介護とおおむね
重なり合うものということができる」から、「居
宅介護に係る自立支援給付申請をした者について
は、要介護認定を受けることによって訪問介護に
係る介護給付を受けることができる場合には、そ
の量はともかく、」相当するもの「を受けること
ができると見込まれるものといえる。」
　５　加えて、Ｘの年齢及び心身の状況、従前の
処分の内容等にも照らせば、「Ｘは要介護認定を
受けることによって訪問介護に係る介護給付を受
けることができるものと判断することに特段不合
理な点はなく、」Ｙが、本件申請につき、支給量
を定めるに当たって相当量「を算定する必要があ
ると判断したことは、著しく妥当性を欠くものと
は認められない。」
　６　訪問介護に係る介護給付の量を算定するた
めに必要な要介護状態区分の認定は、障害支援区
分の認定基準とは異なる基準に基づき、市町村職
員による調査と介護認定審査会による審査・判定

を経て行われるが、要介護認定申請等がされてい
ない場合には上記調査等を行うことは予定されて
おらず、また、介保その他の法令において、相当
量を算定するための調査等の権限を定めた規定も
ない。
　７　「もっとも、居宅介護に係る自立支援給付
申請をした者について、心身の状況等に照らし
て」相当するもの「を受けることができると見込
まれる場合においても、例えば、訪問介護に係る
居宅サービス事業を行う事業所で利用可能なもの
が身近に存在せず、訪問介護を受けることができ
ないなど、具体的な事実関係によっては、要介護
状態区分の認定を経ることなく、なお」相当量「を
算定することができる場合があることも考えられ
る。」
　８　「そうすると、要介護認定申請を経ること
なくされた本件処分について、」相当量「を算定
することができないとした上告人の判断が社会通
念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる
か否かを判断するに当たっては、」Ｘ「の心身の
状況や…置かれている環境等の諸般の事情を踏ま
えた上で、要介護状態区分の認定を経ることなく
その量を算定することができるというべき事情が
あるか否か等を考慮する必要があるというべきで
ある。」

判例の解説

　本判決は、法 22 条 1 項に基づく障害福祉サー
ビスの支給の要否及び支給量の決定（以下、単に「支
給決定」という。）に係る法 7条の解釈・適用のあ
り方が争われたケースにおける初めての最高裁判
決であり、最高裁として初めて法 7条の解釈及
び支給決定に係る裁量統制の判断枠組みを示した
ものである。

　一　法 7 条に係る支給決定に対する司法審査の
　　　構造と裁量統制の判断枠組み
　判決の要旨（以下、「要旨」という。）１は、支給
決定の判断につき市町村の合理的な裁量を認めて
いる。そして、要旨２によれば、支給決定に係る
裁量判断の過程において法7条の適用が問題とな
る場合、①相当量を算定する必要（法 7条適用の
必要）があるとした判断（要旨３①）、及び、②法
7条が適用される場合に、相当量を算定すること
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ができないとした判断（要旨３②）が、それぞれ
裁量権の逸脱濫用に当たるのかが問題となる。こ
のようにして、本判決は、唯一の先行事例である
浅田訴訟や本件天海訴訟の下級審判決が示してい
た様々な論理構成による判断２）に対し、支給決
定における法 7条の解釈・適用のあり方、そし
て法 7条に係る支給決定に対する司法審査の構
造を明確にした点に意義がある。
　また、要旨３は、社会観念審査において考慮事
項に照らした判断過程統制の手法を用いることを
明らかにしている。こうした裁量審査の方法は、
最高裁がいくつかのケースで用いてきたものであ
り、審査密度を向上させる審査方法である３）。従
前から、支給決定を争った下級審裁判例において
はこうした判断枠組みが用いられているが４）、最
高裁においても支給決定に係る裁量審査において
判断過程統制の手法を用いることが明示された。
この点にも本判決の意義がある。

　二　要旨３①に係る裁量審査と法 7 条の解釈
　現行制度においては、介護保険サービスとの重
複調整は障害福祉サービスによる上乗せ・横出し
が前提とされていることから５）、介護保険サービ
スのみでは従前のサービスと同等の質と量が保障
されるものではないことは明らかである。そのこ
と等が種々の問題を生じさせている（いわゆる「65
歳問題」６））。
　最高裁は、法 7条の趣旨を、その重複する部
分につきその限りで介護保険サービスが優先する
ことを明らかにしたものと文字通りに解し（要旨
２）、一でみた通り、その適用につき要件裁量を
認めている。両サービスの調整は、支給決定の判
断過程において勘案事項に照らして実質的
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に行わ
れ、それにより具体的

4 4 4

なサービス内容が定められ
ることになるから、おそらくこのことを前提に、
要旨４は、法令の定義に依拠し、相当量を受ける
見込みがあれば法 7条の要件を充足すると解す
る。要旨５は、その要件該当性の有無の裁量判断
につき勘案事項を形式的に考慮して著しく妥当性
を欠くとは認められないとするが、この点につい
てはより実質的な裁量審査を行う余地があろう７）。
　このようにして、本判決は、下級審における争
点（訪問介護は法 7条にいう「相当するもの」に当
たるか、現実に受給していない段階で「受けること
ができるとき」に当たるか）については、第一審及

び控訴審判決と同様の見解を示す一方８）、両判決
が示していた「公費負担の制度よりも社会保険を
優先するという社会保障の基本的な考え方や他の
者との公平性」９）を法 7条の適用に結びつける論
理については、これを否定するものといえる。

　三　要旨３②に係る裁量審査と原審への差戻し
　要旨６は、法 7条を適用し相当量を算定する
ためには要介護状態区分を認定する必要があると
し、要介護申請が行われない場合にも、その調査
を行う権限を市町村が有するかを検討している。
通常、申請に基づく決定にとって重要な事実を明
らかにするために必要な調査は申請を契機に開始
されること、他に調査に係る特別な規定はないこ
とから、法令に基づく調査がされない限り、相当
量は定められない。
　もっとも、支給決定においては少なくとも法令
が定めている勘案事項を考慮しなければならない
から、Ｙは、勘案事項を考慮しないまま
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、相当量
が算定できずそれゆえ支給量が算定できないと
いう事実（機械的に計算した結果）のみ

4 4

を理由に、
本件申請を却下することはできない。要旨７及び
８は、支給決定の裁量判断においては、法 7条が
適用される場合であっても、申請者に係る個別具
体的な事情を考慮し、相当量が算定されずとも、
支給決定を行うことができる場合があることを明
らかにしている 10）。
　このようにして、最高裁は、原判決がＹの裁量
判断を違法とした理由づけ（事実の概要参照）に
つき論理内在的な問題を指摘してこれを破棄する
とともに、要旨３②に係る審理が尽くされていな
いとして、原審に差し戻した。

　四　本判決の射程と残された課題
　本判決が示した司法審査の構造と採用した裁量
統制の判断枠組みは、相当量が算定できないとし
て申請却下処分が行われるケースのみならず、相
当量を算定し、それに応じて支給量を決定した場
合にそれが不十分であるとして当該支給決定を争
うようなケースにおいても、妥当する。本判決の
論理と異なるＹの主張や第一審及び控訴審判決の
論理は、すべて否定されたものと解される。
　差戻審においては、本判決が示した要考慮事項
の一つ、すなわち、「要介護状態区分の認定を経
ることなくその量を算定することができるという
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べき事情」の有無が争点となろう。
　最高裁は、右事情「等」と判示しており、上記
考慮事項以外の考慮事項を否定しているわけでは
ない。例えば要旨７において例示された、介護保
険給付が実際には受けられないといった事情は、
平 27・3・31 障企発 0331 第 1 号・障障発 0331
第 5 号において示されている「具体的な運用例」
の一つであるが、支給決定において考慮される事
情はこうしたサービス体制の整備状況や支給限度
額の制約等に限られない。そこで、最後に、考慮
事項に照らした裁量審査のあり方について、若干
の考察をしておきたい。
　第 1に、少なくとも、法令に定められている
勘案事項に係るＸの諸事情が、本件処分に当たっ
て十分に調査されたか、そして、調査された諸事
情が過不足なく考慮されたか、あるいは考慮され
てはならない事情があったかが問題となる 11）。
　第 2 に、障害福祉サービスの支給は障害者が
個人として尊重されそのニーズに即して総合的に
行われなければならないとの法の趣旨・目的（1条）
や理念（2条）等に照らし、いかなる考慮事項が
導かれるべきか、また諸事情の重みづけや考慮の
仕方が問題となる。
　例えば、不支給決定がなされれば最低限度の生
活が成り立たなくなるといった事情や、家計の状
況から利用者負担を負うことが日常生活に重大な
困難を引き起こすといった事情はどうか。いずれ
の事情も、浅田訴訟控訴審判決において、事実誤
認又は「その判断の内容が社会通念に照らして明
らかに合理性を欠く」と評価された類の事情であ
る 12）。
　差戻審において、少なくとも以上の点につき検
討がなされるならば、審査密度の向上につながる
実質的な審査が行われることになろう 13）。

●――注
１）破棄部分に係るＹの上告受理申立て理由書は、賃社
1882 号（2025 年）9～12 頁に掲載。また、これに対す
る弁護団の反論も含め、Ｘの訴訟代理人である坂本千花
「天海訴訟最高裁判所判決（2025（令和 7）年 7月 17 日）
（本号 17 頁）を受けて―高裁差し戻しで『福祉行政の裁
量の在り方』が問われる―」同号 4頁以下も参照。

２）さしあたり、法 7条の歴史的経緯と運用の実態も含め、
各判決の詳細について網羅的な分析を行う、山崎光弘「障
害者総合支援法 7条に基づく障害福祉サービスの打ち切
り問題に関する考察―浅田訴訟・天海訴訟の比較を通し

て―」総合社会福祉研究54号（2023年）29頁以下を参照。
３）例えば、参照、塩野宏『行政法Ⅰ〔第 6版補訂版〕』（有
斐閣、2024 年）150～151 頁。

４）著名な事案として、石田訴訟、岡山 ALS 訴訟、鈴木訴
訟がある。これらの諸判決において用いられた裁量統制
の手法については、さしあたり、原田啓一郎「［判例研究］
鈴木訴訟・石田訴訟―藤岡報告・長岡報告へのコメント」
障害法 2号（2018 年）148～149 頁を参照。

５）障害者福祉研究会『逐条解説　障害者総合支援法〔第
2版〕』（中央法規出版、2019 年）84 頁。また、令 5・6・
30 事務連絡（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
企画課・障害福祉課）も参照。

６）「65 歳問題」については、さしあたり、福祉のひろば
2023 年 10 月号「特集　障害者の『65 歳問題』が問い
かけるもの」掲載の各記事、また、山崎・前掲注２）32
～35 頁を参照。障害福祉サービスの上乗せ・横出しの
地域間格差や、共生型サービスの問題等も指摘される。
なお、障害福祉サービスから介護保険サービスへ切り替
わる際に発生するニーズ欠落の問題を指摘し、両制度の
関係を補完関係として再考する必要を説く、孔栄鍾「介
護保険制度と障害福祉制度の関係再考―批判的視点から
みた両制度の制度間調整―」社会政策14巻3号（2023年）
97 頁以下も参照。

７）例えば、河野正輝「自立支援給付と介護保険給付の目的・
内容に則した併給調整のあり方―天海訴訟控訴審に係る
意見書」賃社 1803 号（2022 年）24～25 頁を参照。

８）蔡璧竹「判批」ジュリ 1603 号（2024 年）149 頁は、
控訴審判決につき、法令の定義に依拠した「きわめて形
式的」判断だとする。控訴審判決については他に、福島豪・
社会保障判例百選〔第 6版〕210～211 頁、麻生解「判批」
民商 161 巻 3号（2025 年）165 頁以下がある。

９）これらの考え方に疑問を提起するものとして、例えば、
山崎・前掲注２）44～48 頁を参照。

10）浅田訴訟控訴審判決（広島高岡山支判平 30・12・13
賃社 1726 号 8 頁）は、最高裁の示した司法審査の判断
構造をとっていないとみられるものの、法 7条が適用さ
れる場合の支給決定の裁量審査について、最高裁と同様
の判断枠組みを採用していると解される。

11）本件と同種の事案に係る裁量審査のあり方の検討にお
いて考慮事項と調査義務との関係に触れるものとして、
平裕介「障害者総合支援法に基づく介護給付費の不支給
決定処分の違法・不当の審査に関する一考察」日本ロー
15 号（2018 年）162～163 頁を参照。

12）浅田訴訟第一審判決（岡山地判平 30・3・14 賃社
1707 号 7 頁）は、いくつかの事情を加味してもなお自
立支援給付を行わないことが不相当である場合には法 7
条の要件に該当しないとの縮小解釈を行い、本文に掲げ
たような事情がこれに該当するとして原告の請求を認め
ていた。

13）その検討に当たっては、河野・前掲注７）26 頁が参考
になる。


